
 
 
 
 
 

第２５回 

東近江市都市計画審議会 
 
  

議  案  書 
 
 
 
  
 
 

平成３０年３月２６日（月）午前１０時１５分開会 

東近江市役所 本館 ３０２会議室  



  
 

議案第１号 近江八幡八日市都市計画蒲生大塚工業団地地区計画<東近江市決定>の変更 
について（付議）  
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第２４回東近江市都市計画審議会議決事項の報告 

 

 平成２９年９月２７日に開催した第２４回東近江市都市計画審議会において審議した議案に

ついては、平成２９年１０月６日付けで東近江市長に議決のとおり答申しました。 

 

 

議案第１号 東近江市都市計画マスタープランの一部修正について（諮問） 

 可決 案を適当と認める。（平成２９年１０月６日 東都計審第３号） 

 

 

議案第２号 東近江市市街化調整区域等における地区計画制度の運用基準の一部改正に 

ついて（諮問） 

 可決 案を適当と認める。（平成２９年１０月６日 東都計審第４号） 

 

 

 

〈参考〉 

 告示      平成２９年１０月２３日  東近江市告示第４０６号 
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議案第１号 
 
 
近江八幡八日市都市計画蒲生大塚工業団地地区計画<東近江市決定>の変更について（付議） 

 
 
 
 このことについて、別紙のとおり東近江市長から付議されましたので、審議願います。 
 
 

平成３０年３月２６日 
 
 

東近江市都市計画審議会   
会長  森 川  稔    
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東都計第１０９９号 
平成３０年３月１９日 

 
東近江市都市計画審議会 
会長 森 川  稔 様 

 
東近江市長 小 椋 正 清       

 
 

近江八幡八日市都市計画蒲生大塚工業団地地区計画〈東近江市決定〉の変更について（付議） 
 
 このことについて、近江八幡八日市都市計画地区計画を変更しようとするので、都市計画法（昭

和 43 年法律第 100 号）第 19 条第 1 項の規定により、審議会に付議します。 
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近江八幡八日市都市計画地区計画の変更（東近江市決定） 

 
 
都市計画蒲生大塚工業団地地区計画の一部を次のように変更する。 
 

 【別紙２】６地区整備計画 建築物等に関する事項において、Ａ地区の部建築物等

の用途の制限の項中「（を）」を「（わ）」に、「（ぬ）」を「（る）」に改め、Ｂ地区の部

用途の制限の項中「（を）」を「（わ）」に、「（ぬ）」を「（る）」に改める。 
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理 由 書 

 
 

近江八幡八日市都市計画地区計画「都市計画蒲生大塚工業団地地区計画」は、平

成２６年１０月２２日に都市計画決定している。 

都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）により建築基準

法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）の用途地域等に新たに田園

住居地域が加えられ、法別表第２の一部が改正された。 

既に決定している都市計画に変更が生じることから、必要な規定の整理を行うも

のである。 
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事　　　項 時　　　期 備　　考

県事前協議書提出 平成３０年　２月２１日 H30.2.27　滋都計第176号　回答

東近江市都市計画審議会
地区計画制度小委員会

平成３０年　２月２６日 H30.2.26　東都計審第7号　答申

平成３０年　３月　２日から 縦覧者　1人

平成３０年　３月１６日まで 意見書　なし

東近江市都市計画審議会 平成３０年　３月２６日

知事協議書提出 平成３０年　３月　　日 予定

地区計画決定の告示 平成３０年　４月　１日 予定

図書の写しの縦覧 平成３０年　４月　１日 予定

計画案の縦覧

都市計画の策定経緯の概要
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